
 

 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199条第 14 項前段の規定により知事から財政援助団体等監査の結

果に基づいて措置を講じた旨の通知があったので、同項後段の規定により措置の内容を次のとおり公表する。 
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１ 令和２年度財政援助団体等監査の結果に基づき講じた措置の状況 

（単位：件） 

区    分 

監査結果 

 

Ａ 

措置済 

 

Ｂ 

今回措置を 

講じたもの※ 

Ｃ 

未措置 

 

Ａ－Ｂ－Ｃ 

 

 

 

団 

 

 

体 

 

指摘事項 

出資・出捐
え ん

団体 0 －   － － 

補助金等交付団体 1 1 0 0 

指 定 管 理 者 0 －   － － 

計 1 1 0 0 

 

指導事項 

出資・出捐団体 4 2 0 2 

補助金等交付団体 2 1 1 0 

指 定 管 理 者 2 2 0 0 

計 8 5 1 2 

 

検討事項 

出資・出捐団体 0 －   － － 

補助金等交付団体 0 －   － － 

指 定 管 理 者 0 －   － － 

計 0 －   － － 

 

 

 

所 

管 

機 

関 

 

指摘事項 

出資・出捐団体 0 －   － － 

補助金等交付団体 2 2 0 0 

指 定 管 理 者 0 －   － － 

計 2 2 0 0 

 

指導事項 

出資・出捐団体 0 －   － － 

補助金等交付団体 1 0 1 0 

指 定 管 理 者 0 －   － － 

計 1 0 1 0 

 

検討事項 

出資・出捐団体 1 1 0 0 

補助金等交付団体 0 －   － － 

指 定 管 理 者 0 －   － － 

計 1 1 0 0 

合    計 13 9 2 2 

 ※「今回措置を講じたもの」については、令和３年 10月１日に知事から通知があったもの 

（注）監査結果の区分については、次のとおり。 

・指摘事項：是正又は改善を求める事項のうち、その程度が重大なもの 

    ・指導事項：是正又は改善を求める事項 

    ・検討事項：所掌する事務の執行の適正化のため検討を求める事項 
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２ 財政援助団体等監査の結果に基づき講じた措置 

（１）団体監査結果（指導事項）に基づき講じた措置 

補助金等交付団体 

団体名 

（補助金等の名称） 

所管機関名 監査結果 講じた措置 

学校法人福寿学園

（岐阜県私立学校教

育振興費補助金） 

 

私学振興・

青少年課 

岐阜県私立学校教育振興費補

助金において、次のとおり不適正

な事項が認められたので、今後は

適正に処理されたい。 

１ 消耗品費について、他の地方

公共団体が実施する補助事業

の対象経費を含めていたこと

により補助対象経費が過大と

なっていた。 

２ 福利費について、他の団体が

補助する経費を含めていたこ

とにより補助対象経費が過大

となっていた。 

指導事項について学校法人福

寿学園から、以下のとおり報告を

受け、確認した。 

１ 出納簿ではどの団体の補助

対象経費であるかを鉛筆書き

で区別していたため、見落とし

た部分があった。今後は事務職

と園長との二重チェックを引

き続き行いつつ、出納簿への記

載方法を改めることで明確に

区別することができるように

し、適正な会計事務処理に努め

る。 

２ 福利費について、他の団体か

らの入金部分があるというこ

とを補助金の申請時に失念し

ていたため、補助対象経費が過

大となってしまっていた。今後

は、出納簿への記載方法を改め

ることにより他の団体からの

入金部分を確実に把握する。ま

た、補助金の申請時において

も、当初支払金額から入金部分

を差し引いて申請しているか、

事務職と園長との二重チェッ

クを行い、適正な会計事務処理

に努める。 

 

（２）所管機関監査結果（指導事項）に基づき講じた措置 

補助金等交付団体 

所管機関名 団体名 

（補助金等の名称） 

監査結果 講じた措置 

私学振興・

青少年課 

学校法人福寿学園 

（岐阜県私立学校教

育振興費補助金） 

学校法人福寿学園に対する岐

阜県私立学校教育振興費補助金

において、次のとおり不適正な事

項が認められ、実績報告書の審査

及び確認が十分に行われていな

かったので、今後は適正に処理さ

れたい。 

１ 消耗品費について、他の地方

公共団体が実施する補助事業

の対象経費が含まれていたこ

とにより補助対象経費が過大

となっていた。 

当該法人に対し、補助金の申請

にあたっては、他団体の補助対象

であるか十分確認し、総勘定元帳

等関係書類との整合性を図り、そ

の確認を複数で行うよう指導し

た。 

当課での実績報告書の審査及

び確認に際しては、他の団体の補

助にも十分留意して確認業務を

行い、事務処理を適正に行うこと

とする。 
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  ２ 福利費について、他の団体が

補助する経費が含まれていた

ことにより補助対象経費が過

大となっていた。 

 

  


